
信用保証協会は、中小企業のみなさまが事業資金の融資を受けられる時に、公的な立場でバックアップいたします。

LINE、X、Instagramによる情報発信をしています！！
右のＱＲコードをお読みいた
だき、お友達登録やフォロー
をお願いします。 LINE X Instagram
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01 兵庫県中小企業融資制度「経営円滑化貸付（原油価格高騰）」のご案内

　兵庫県中小企業融資制度について、原油価格の高騰によって影響を受ける事業者の皆さまを支援するため、通常の「経営円滑
化貸付」の貸付要件を緩和した「経営円滑化貸付（原油価格高騰）」が創設され、4月1日から取扱いを開始しています。

　平素から当協会の業務運営にご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　国内経済は緩やかな回復が続いているとの見方がある中、事業者にとっては、
依然として続く物価高や深刻な人手不足、「金利のある世界」の定着などの影響
が大きくのしかかり、厳しい状況が続いています。さらに、為替相場や中東をはじ
めとする国際情勢の不安定化も重なり、先行きが見通しづらい世の中になりつつ
あります。
　その一方では、国際化の進む神戸空港の利用者増加や水素などの環境技術の
進化、AIの活用推進など、ビジネスチャンスを広げる明るい動きも見られます。
　このような環境の中、当協会は事業者の皆さまに寄り添い、資金繰り支援や経
営者の個人保証を不要とする保証の推進に努めるとともに、金融機関や関係機
関との連携を強化して、収益力向上、事業承継、DXの推進といったさまざまな経
営課題の解決に向けた「伴走支援」を一層充実させ、皆さまの挑戦と成長を力強
くサポートしてまいります。
　今年度も役職員一同、業務に真摯に取り組むとともに、脱炭素への取組や働き
方改革などを通じて持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。引き続き
のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和８年度のご挨拶

兵庫県信用保証協会
理事長

遠 藤  英 二

融資制度の
概要はこちら

通常の「経営円滑化貸付」より
・ 対象者を拡充（セーフティネット保証5号の市区町村認定が不要）
・ 貸付利率を低く設定（1.65%→1.45%）

特 長

対象となる方
①最近１か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20％以上を占めていること
②最近１か月の原油等の平均仕入単価が前年同月と比較して20％以上上昇していること
③最近3か月または最近1か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回って
いること

次の①～③のすべてに該当する方
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・ 通常の保証料率よりも一区分低い料率が適用（原則）
・ セーフティネット保証（5号）の利用が可能特 長

02 協調支援型特別保証制度のご案内

03 経営力強化保証制度のご案内

経営課題解決への取組を
後押ししてほしい

・ 事業計画に基づき、計画的に資金調達したい

・ 金融機関等によるモニタリングや経営支援を
　継続的に受けたい

対象となる方 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行
および金融機関への進捗報告を行う方

対象となる方

①申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上（融
資期間12か月以上）のプロパー融資※ を受ける方

②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を
行う方

※ 保証協会の保証を付さない融資

国から以下の保証料補助あり

特 長 対象となる方 ①
通常の保証料率の1/3相当額を補助

対象となる方 ②
通常の保証料率の1/４相当額を補助

次のいずれかに該当する方

保証制度の
概要はこちら

保証制度の
概要はこちら
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制度の要件等は
こちら
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04 令和8年度兵庫県中小企業融資制度のご案内

　令和8年度に取り扱っている主な兵庫県中小企業融資制度の概要については、以下の通りです。融資制度の詳細については、
各事務所・支所にお問い合わせください。

赤点線内の制度は通常の保証料率（経営状況に応じた9区分いずれか）で利用する場合 20%割引が適用されます（一部適用されない場合があります）。

●既存事業の深化、新技術・新製品の開発や新分野・海外進出など
により、概ね2年以内に売上増加が見込まれる方

●新規に個人で事業を開始する、又は開始後5年未満の方
●新規に会社を設立する、又は設立後5年未満の方
　（創業関連保証［100％保証］対応）

●新規に会社を設立する、又は設立後5年未満の方で、経営者保証
不要の融資を希望される方
　（スタートアップ創出促進保証制度［100％保証］対応）

●長期の一般的な運転資金を必要としている方

●税理士などの認定経営革新等支援機関と連携し、月次で財務状況等を把
握し、経営状況等の報告を行う方（モニタリング強化型特別保証制度対応）

●経営者保証不要の融資を希望し、一定の要件を満たす方
　（事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度対応）

①申込額の1割以上のプロパー融資を同時に借り受ける方
②金融機関によるモニタリングを受ける方
（協調支援型特別保証制度対応）

●経営サポート会議や中小企業活性化協議会などの支援により事
業再生を行う方（経営改善サポート保証（経営改善・再生支援強
化型）制度対応）

●県の「ひょうご産業ＳＤＧｓ認証事業」の認証を受けた方

●空き家や商店街内の空き店舗の取得・改修を行う方
●空き家や商店街内の空き店舗を活用した新規事業を行う方

①脱炭素経営に積極的に取り組む方
②環境保全に資する設備の新設・更新等をする方

●事業承継を予定している方、又は事業承継をした方

●設備の新設・更新を行う方

●取扱金融機関と１年以上の与信取引があり、短期間の審査で資金
を調達したい方

●事業を開始して5年未満の方
　（創業関連保証［100％保証］対応）

●夏季・冬季・年度末の一時的な運転資金を必要とする方

2億
8,000万円

企業4,000万円
組合6,000万円

3,500万円

3億円

資 金 名
限度額 利 率（年）

融 資 条 件
対象となる方  (主な要件のみ記載)融資(据置)

期 間

事
業
展
開
融
資

長期資金

企業再生貸付
（経営改善・再生支援強化型）

経営活性化資金

神
戸
市
独
自
資
金

事業応援貸付

事業承継支援貸付

新規開業貸付

設備投資促進貸付

ＳＤＧｓ支援貸付
脱炭素・
環境保全貸付
空き家・商店街
空き店舗活用貸付

経営者保証
免除貸付

1億円 1.75% 10年（2年）

1.35%
15年(2年)

1.55%
10年(2年)

1.45% 10年(1年)

1億円

1.85%

2.15%

2.15% 10年(2年)

10年(1年)

設備
10年(3年)
運転・借換
10年(1年)

2億
8,000万円

企業
2億8,000万円
組合
4億8,000万円

8,000万円
（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証別途
8,000万円）

1.35% 15年(3年)

1.75%

500万円

5,000万円
運転資金のみは
3,000万円

金融機関
所定

7年（1年）
運転資金のみは
5年(6か月）

6か月

7年（1年）
（設備のみは
1年6か月）

●短期の一般的な運転資金を必要としている方3,000万円短期資金 1.70% 1年

2,000万円 1.85% 7年(6か月)

常時雇用する従業員が
20人以下の方

商業・サービス業（宿
泊業・娯楽業・旅行
業を除く）は5人以下

こうべ小規模

1.85%

2.05%

こうべ躍進

こうべ創業支援貸付

こうべ季節貸付

こうべおうえん

別途定める
（1.45%予定）

モニタリング
強化型特別貸付

経営者保証
非提供促進貸付

特別小規模貸付

協調支援型
特別貸付

●新たな事業展開等により売上又は利益の
増加が見込まれる方

●小規模事業者で一般的な資金を必要とする方
（小口零細企業保証［100％保証］対応）
※ 既存の協会保証残高との合計で2,000万円を限度とします。

●小規模事業者でこうべおうえんの限度額
を超える資金が必要な方

常時雇用する従業員が
20人以下の方

商業・サービス業（宿
泊業・娯楽業・旅行
業を除く）は5人以下

●小規模事業者で一般的な資金を必要とする方
（小口零細企業保証［100％保証］対応）
※ 既存の協会保証残高との合計で2,000万円を限度とします。



06 保証料率区分を判定するモデルの変更について

　保証料率は、事業者の直近の決算書による経営状況等を踏まえた9区分の料率体系※ となっています。 
　9区分のうち、どの料率区分に該当するかについての判定には、一般社団法人ＣＲＤ協会の提供するリスク評価モデルが用い
られていますが、保証申込時にご提出いただく直近の決算書の決算期が令和8年4月期以降、新たなモデルを用いて料率区分の
判定を行うこととなりました。新しいモデルは、従来のモデルに比べて精度が高いとされており、事業者の経営状況をより適切に
保証料率に反映することが期待されます。
　なお、新しいモデルへの移行は、全国の信用保証協会で一律の取扱いです。

対 象者
原則として当協会を
ご利用いただいている事業者

05
国際フロンティア産業メッセ2026
あまがさき産業フェア2026
出展企業募集のご案内

　当協会では、事業者の皆さまの新たなビジネスの創出や情報
発信、取引拡大など、事業のさらなる発展に繋げていただくため、
「国際フロンティア産業メッセ2026」（9月3日、4日開催）および
「あまがさき産業フェア2026」(11月19日、20日開催)への出展を
サポート（出展費用を当協会が一部補助）します。この機会にぜ
ひ出展をご検討ください。
　詳細は「詳細・申込書」の二次元コードからご確認ください。

昨年度のサポート企業の出展の様子

※ セーフティネット保証など一部の保証制度では一律の保証料率が適用されます。また、9区分の料率体系における具体的な保証料率は保証制度によって異なります。

国際フロンティア
産業メッセ2026

あまがさき
産業フェア2026

詳細・申込書 詳細・申込書

新たなモデルで料率区分判定

従来のモデルで料率区分判定

経営状況をより適切に保証料率に反映！

令和8年4月期以降の決算書

令和8年3月期以前の決算書

兵庫県信用保証協会 経営支援部 （担当：芦田）
TEL：078-393-3920　FAX：078-393-3980

お問い合わせ
申込先

申込方法
右のGoogleフォームからお申込いただくか、
申込書をFAXにて以下申込先にお送りください。

申込締切日
● 国際フロンティア産業メッセ2026
● あまがさき産業フェア2026

4月 9日
5月14日

国際フロンティア
産業メッセ2026

あまがさき
産業フェア2026
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｢牧舎の夕立｣2015年／小野市立好古館蔵

兵庫県の風景を描いた芸術作品と作者を紹介する｢ひょうご・芸術散歩｣。
今回は、小野市での思い出を元に描いた｢牧舎の夕立｣と、
作者の藤尾 勝治郎画伯を紹介します。

疎開先（小野市）の思い出を元に描いた

｢牧舎の夕立｣
｢牧舎の夕立｣は、大きな二頭の牛と手綱を引く牛飼いを
描いた作品です。タイトルから、夕立になり牛飼いが牛
を牧舎に連れて行こうとしていることがわかります。こ
の作品について藤尾画伯は｢戦時中に小野市に疎開し
ていたときの思い出を描いた｣と書き残しています。さら
に｢牛飼いは伯父｣とも。画中の牛を押す子どもと柵の
外で雨をよけようと走っている子どものどちらかは藤尾
画伯でしょうか。鮮やかな色を排除した画面を見ている
と、藤尾画伯の記憶には、作品を生み出すほどの力を
持っていることが伝わって来ます。

田園をのんびりと走る鉄道

北条鉄道

回り道して立ち寄りたくなる人気スポット

道の駅 杉原紙の里 多可

小野市の粟生駅から加西市の北
条町駅をつなぐ鉄道です。のどか
な田園を走る様子は｢見ているだ
けで癒やされる｣と人気です。

81年前に特攻隊の若者達が遺し
た言葉、戦艦大和や飛行機の模
型など豊富な資料が展示されてお
り、独自のテーマの特別展示も好
評です。戦争の史実にふれなが
ら、現在・未来を考えることのでき
る民間の資料館です。

30年以上の調査研究の集大成

鶉野飛行場資料館
多可の自然を堪能できる千ヶ峰、
妙見山、笠形山のことで、｢どの山
も四季折々に違った魅力をみせて
くれる｣と登山愛好家を魅了して
います。

キャンプ場や夏には川で水遊びも
できる人気の道の駅です。播州百
日鶏を使ったメニューや釡飯が
味わえるレストランも人気の秘
密。特産品の販売もあり、立ち寄
りたくなる人気スポットです。

多可を代表する三つの山

多可三山

播磨中部丘陵県立自然公園の中央にあります。
鴨などの渡り鳥が飛来することから鴨池と呼ば
れています。春から秋にかけてはハイキングや釣
り、キャンプを楽しむ行楽客で賑わいます。

小野市商工会議所前駐車場にある巨
大な｢そろばんモニュメント｣の下に設置
されています。そろばんの玉を模した部
分を撫でながらお願い事を念じてみて
ください。願いが叶うかもしれません。
受験生が多く訪れる祈願スポットです。

あなたの願いが叶うかも

祈願そろばん
自然豊かな人気の行楽スポット

鴨池

小野市出身。生後すぐに高砂市
に転居。戦時中は父の生地であ
る小野市に疎開。戦後、明石市
に転居。看板店勤務を経て商業
美術(図案)で身を立て、1972年、
東京に転居して画家として活動
を始める。東京を中心に各地で
個展を開き注目を集めた。

ふじお・かつじろう
1938年～2019年

藤尾 勝治郎

Uzurano Airfield Museum
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　1954年、明石の街に｢明石タイプ｣と記された看板を掲げ
た個人事業者が誕生した。1950年代の日本は、戦後の混
乱から立ち直ろうと皆が一丸となって働いた時代だ。時代
の流れに乗り、事務用機器販売に商機を見いだし創業した
同社は、官公庁、学校、民間企業を主な取り引き先として順
調に成長。1972年には法人化を果たし、1982年｢第一電子
株式会社｣に社名変更、この頃から事業拡大にともなう本
社移転や営業所の開設も実現。時代のニーズに合わせて、
IT機器の販売およびメンテナンス、AI・クラウド・セキュリ
ティを絡めたオフィスDX提案を行い、確実に成長を遂げて
いる。そして今、指揮を取るのは創業者の孫にあたる髙取 
宏行さんだ。髙取さんは｢二代目は私の父で、私は2006年
に三代目に就任しました。｣と語る。
　髙取さんが同社に入社したのは大学卒業から2年が過ぎ
た1995年のこと。それまでの2年間は、文具、事務用機器な
どを手がける大手企業で修行の日々を過ごした。やがて阪
神・淡路大震災が発生し、修行を中断して第一電子に入社
したという。
　｢弊社は神戸市役所、兵庫県庁に輪転機(印刷機)を納入
しており、市も県も市民の皆さんに被害状況を綴った報告
書を印刷して配布していたため、毎日のように印刷用紙や
インクなどを届けに行きました｣。
　阪神・淡路大震災の被害で街は混乱しており、移動には
本社のある西区から県庁がある中央区まで約6時間、県庁
から市役所まで約1時間がかかった。
　｢早朝から深夜まで街を走り回りました。当時は若かった
ため目の前の仕事をやり遂げることに必死で、大変とは思
いませんでした｣。
　仕事に真剣に取り組みながら｢ものを作れば売れる時代
は過ぎた。これからはリスクを迅速に察知する知識が求め
られる｣と感じた。そこで金融機関出身の先輩社員の
指導のもと財務の勉強に取り組んだ。

　これまで数多くの苦難を乗り越えた同社だが、かねてか
ら大きな課題があった。それは｢もう一つの経営の柱｣を探
すことだった。そんなあるとき、髙取さんはNTT東日本か
ら連絡を受けた。
　｢弊社はNTT東日本からネットワークカメラやWi-Fi機
器を仕入れていました。NTT東日本の担当者が『ドローン
事業をやってみませんか』と言うのです。聞けば、同社は国
内製造のドローンを扱っているとのことでした。ドローンに
はカメラやGPSが搭載されているため近い将来、国産のド
ローンが主流になるだろうとのことでした。なるほどと思い
ドローン事業をもう一つの経営の柱にしようと思いました｣。
　この話を聞いた社員の一人が｢ドローン事業を盛り立て
たい｣と手を上げた。CE担当の寺尾さんだ。寺尾さんは髙取
さんが三代目に就任した2006年に入社し、三代目とともに
会社の歴史を刻んできた一人だ。髙取さんは、寺尾さんが
いち早く手を上げたときのことを｢本当に嬉しかった｣と振り
返る。
　早速、寺尾さんは国家資格の｢一等無人航空機操縦士｣
をはじめ、赤外線建物診断技能師、兵庫県農薬管理指導
士などの資格を取得した。同時に髙取さんは屋内、屋外で
操作訓練や練習ができる場所を探した。知人のつてで小野
市にある約800㎡の倉庫を確保。さらに屋外での操作訓練
を行うための広場も確保するなど新規事業立ち上げに向
かって歩を進めた。2024年、「第一電子株式会社ドローン事
業部｣が誕生。事業内容は農薬散布、建築物などの点検・
調査、空撮、災害対応のためのドローン操縦士の派遣
および、｢DDKドローンスクール(小野市長尾町859／
0120-743-506)｣の運営だ。

　｢DDKドローンスクール｣は、初心者を対象とした二等

拡大するドローン市場に商機を見いだし
｢DDKドローンスクール｣で成長を目指す

7

三代目代表就任を前に、
財務の勉強に取り組んだ日々

｢もう一つの経営の柱｣を探し、
出会った新しい世界

初心者から上級者まで、国家資格が
取得できるコースで人材を育成



コース、上級者を目指す一等コースで展開している。
　｢ドローンは、高所や危険な場所の撮影、点検、災害時の
被災状況確認や物流などにも対応できます。さらに過疎地
へ薬品や食料品の運搬にも対応するなど活躍の場は幅広
く、ドローンの市場予測は2024年4000億円、2025年5000億
円、2030年一兆円とされています。ドローンの資格を取得し
ていると就業に有利になる時代は近いのではと思います｣。
　新たにドローンの操縦資格を持つスタッフを採用し、
寺尾さんがドローン事業部のリーダーとして指揮を取って

いる。準備は万端、第一電子は今、大空という名の新境地
へ向かって飛び立とうとしている。

信用保証協会を利用して
運転資金を確保しました。
2025年9月、｢協調支援型特別保証制度｣を利用して運
転資金を確保しました。新事業を成功させることで社会
に貢献して、恩を返していきたいと思います。

8

DDKドローンスクールは、希望者を対象に日
本製のドローン｢G-Wing©｣での講習を行っ
ている数少ないドローンスクールです。過疎
地への物流や災害時の対応をはじめ、公共建
築物の点検、修理の際、日本製のドローンを
積極的に使用する時が来ると考えられます。
その際は日本製のドローンの操作に慣れてい
ることが大切です。

〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬301
☎ 078-976-4321

第一電子株式会社

代表取締役

髙取 宏行 氏

※ ｢G-Wing©｣ https://www.drone-gwing.jp/products/detail/id=127

Ⓒ 2022 G-Wing Co., Ltd.
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　2月の保証承諾のうち、運転資金は24,832百万円(前年同月比0.2％増）、設備資金は735百万円(同21.9％
増）となり、前年同月と比べ、運転資金、設備資金ともに上回った。資 金 使 途 別

　2月の業種別保証承諾の状況は、運送・倉庫業1,289百万円（前年同月比16.3％増）、不動産業1,515百万
円（同15.5％増）、小売業3,212百万円（同6.6％増）、製造業3,520百万円（同2.5％増）、飲食店648 百万円

（同0.9％増）で前年同月を上回り、サービス業4,056百万円（同0.9％減）、卸売業3,941百万円（同1.1％減）、
建設業8,299 百万円（同2.6％減）等で前年同月を下回った。

業 種 別

　2月の金融機関群別保証承諾の状況は、地方銀行2,590百万円（前年同月比30.6％増）、信用組合1,618 
百万円（同8.3％増）、信用金庫19,190百万円（同1.4％増）で前年同月を上回り、都市銀行308百万円（同
14.6％減）、第二地方銀行2,962百万円（同17.9％減）で前年同月を下回った。

金融機関群別

40,000

30,000

50,000

20,000

保証承諾 （前年比較）
（単位：百万円）

10,000

　2月の保証承諾は1,641件（前年同月比2.8％減）、26,692 百万円（同1.2％増）となり、前年同月と
比べ、件数で47件下回り、金額で314百万円上回った。
　また、保証申込は1,770件（同0.8％減）、30,064百万円（同6.1％増）となり、前年同月と比べ、件数は
下回り、金額は上回った。

1 保証承諾

保 証 状 況月2令和 8 年

保 証 申 込

保 証 承 諾

保証債務残高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当 月 中 当 期 中

実際回収（元損）

 1,770 99.2 30,064 106.1 21,492 97.9 360,921 94.3

 1,641 97.2 26,692 101.2 20,064 96.1 332,632 93.0

 － － － － 125,275 100.2 1,578,644 95.1

 198 103.1 2,488 113.9 2,076 101.9 25,326 108.2

 － － 765 158.4 － － 7,435 127.2

令和7年 令和8年

1月

25,604

22,513

令和7年 令和8年

2月

26,69226,378

令和6年 令和7年

12月

39,161

35,163

令和6年 令和7年

11月

26,221
28,293

令和6年 令和7年

10月

28,805

24,506

令和6年 令和7年

9月

36,895

31,153

令和6年 令和7年

8月

28,419

23,582
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1,800,000

1,400,000

1,600,000

1,200,000

（単位：百万円）

1,000,000

保証債務残高 （前年比較）

　2月末の保証債務残高は、125,275件（前年同月比0.2％増）、1,578,644百万円（同4.9％減）となり、前年
同月と比べ、件数は上回り、金額は下回った。

2 保証債務残高

（単位：百万円）

0

2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

1,000
500

1,500

事故報告受付 （前年比較）

　2月の事故報告受付は、192件（前年同月比28.1％減）、2,381百万円（同25.9％減）となり、前年同月と
比べ、件数は75件減少し、金額は830百万円の減少となった。
　事故報告残高については、2月末で1,108件（同4.2％減）、12,927百万円（同2.1％減）となり、前年同月
と比べ、件数、金額ともに下回った。

3 事故報告

（単位：百万円）

0

500

1,000

1,500

3,000

2,500

2,000

代位弁済 （前年比較）

　2月の代位弁済は、198件（前年同月比3.1％増）、2,488百万円（同13.9％増）となり、前年同月と比べ、
件数は6件増加し、金額は304百万円の増加となった。

4 代位弁済
（元利）

令和7年 令和8年

2月

1,578,644

1,659,213

令和7年 令和8年

1月

1,588,821

1,667,702

令和6年 令和7年

12月

1,596,767

1,677,187

令和6年 令和7年

11月

1,600,092
1,680,245

令和6年 令和7年

10月

1,610,524

1,687,854

令和6年 令和7年

9月

1,616,568

1,694,288

令和6年 令和7年

8月

1,621,053

1,700,827

令和7年 令和8年

2月

3,211

2,381

令和7年 令和8年

1月

3,571

2,794

令和6年 令和7年

12月

2,433

3,324

令和6年 令和7年

11月

2,165 2,208

令和6年 令和7年

10月

2,702

3,866

令和6年 令和7年

9月

3,273 2,972

令和6年 令和7年

8月

3,070
3,365

令和7年 令和8年 

2月

2,184
2,488

令和7年 令和8年 

1月

2,584

2,072

令和6年 令和7年 

12月

2,600

1,734

令和6年 令和7年 

11月

1,863

2,483

令和6年 令和7年 

10月

2,018

2,768

令和6年 令和7年 

9月

1,982

2,468

令和6年 令和7年 

8月

1,295

2,423
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信用保証をご利用できる方
以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・サー
ビス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 
第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク

788

みずほ銀行

姫路女学院高校

県姫路総合庁舎

本　　　所： （代表）
神戸事務所：

神戸阪急

法務局・ハローワーク

但馬銀行

県加古川総合庁舎

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数

3億円以下
3億円以下
1億円以下

5,000万円以下
5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下
900人以下
100人以下
50人以下
100人以下

200人以下
300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の番
組スポンサーをしています

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（☎ 078-393-3922）までお申し出ください。

保証時報の送付について

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 ☎  078-393-3910

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業承継をお考えの皆さまへ
事業承継相談窓口 ☎  078-393-3962

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 ☎  078-393-3912

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業経営全般に関する相談について
経営サポート相談窓口 ☎  078-393-3969

 (経営支援部 再生発展支援課内)

あんてなサン （サンテレビ）
毎週日曜日／22時～22時30分放送

お客様総合相談室
大 瀧 室 長 TEL 078-393-3905

経営支援部

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口
佐 藤 副 部 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

按 田 副 所 長

中 元 副 所 長

小 川 次 長

和 田 次 長

兼 田 次 長

奥 田 副 所 長

三 宅 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

松 田 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

岩 永 副 部 長 TEL 078-393-3914
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